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案件名  姫路市立小学校等給食室空調整備事業 
 

〇要求水準書の第４．設計業務に関する要求水準について、一部に不明瞭な点がありましたので、下

記のとおり補足させていただきます。 

 

 

（補足事項） 

要求水準書内、第４．設計業務に関する要求水準 ３実施体制（１）ウに示す設計主任技術者につ

いて、再委託をする場合にあっては、グループ構成員以外の者についても可とする。ただし、再委託

を行う場合は、再委託申出書を市に提出の上、市の承諾をもって再委託を認めるものとする。 

なお、イに示す設計管理技術者はグループ構成員の自社社員とする。 

 

 

（参考事項 （要求水準書一部抜粋）） 

第４．設計業務に関する要求水準 

３ 実施体制 

（１）設計業務を行う業者全体で、下記の要件を満たすこと。 

ア 設計業務を総合的に管理する設計管理技術者及び設計主任技術者の「選任届」を市に提出す

ること。 

イ 設計管理技術者は、本事業の目的・趣旨・内容を十分理解し、次の要件を満たす者とする。 

（ア）一級建築士、建築設備士又は設備設計一級建築士の資格を有する者 

（イ）現場で生じる課題や市の要望に対し、適切な判断が可能な者 

ウ 設計主任技術者は、本事業の目的・趣旨・内容を十分理解できる者とする。また、機械設備、

電気設備の各１名選任し、機械設備、電気設備の兼任は不可とする。 

 


